
東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策

中小企業庁金融課

２．被災中小企業者の既往債務の負担軽減
（日本公庫・商工中金・保証協会）

東北地方太平洋沖地震による災害により被災した中小企業者の資金繰りに重大な支障が生じない
よう、返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応します。特に、被災後は、返済期日が到来して
いても、返済猶予の申込すら困難な状況が続くことが予想されるため、遅れて申し込みをした場合で
も、遡及して返済猶予に対応します（日本公庫、商工中金）。また、被災中小企業者の実情に応じ、本
人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適
切な貸し出し、柔軟な条件変更を行います。

１．特別相談窓口の設置 （日本公庫、商工中金、保証協会等）

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団
体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局に特別相談窓口を設置しています。(裏面参照)

災害からの復旧に立ち上がる中小企業者を応援します。

以下の措置により、まずは被災中小企業の皆様が、被災現場の復旧作業や被災後の生活の立ち上げ
に注力していただけるような環境整備に万全を期します。

４．災害関係保証 （信用保証協会）

３．災害復旧貸付（日本公庫）・危機対応業務（商工中金）

【利用対象者】 東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた中小企業者
【資金用途】 災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
【融資限度】 日本公庫（中小事業：1．5億円、国民事業：3千万円）

商工中金（1．5億円）
【貸付金利】 基準金利（期間5年以内： 中小事業・商工中金1.75％、

国民事業2.25％ 平成23年3月9日時点）
（特段の措置として、借入額のうち1千万円を上限として基準金利から0.9%の金利引下げを実施）

※ご不明な点は、日本公庫又は商工中金にご相談ください。

【利用対象者】 東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者
【資金用途】 事業再建資金
【融資限度】 無担保8千万円、普通2億円

（一般保証とは別枠。１００％保証。）

【注意事項】 ①当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、直接
的に被害を受けた中小企業者が対象。
②市区町村、消防署等が発行する罹災証明を、保証協会に提出することが必要。

③上記①を満たす中小企業者であれば、被災した地域以外の保証協会でも利用
可能。例えば、本店所在地が大阪市の企業で、被災地にある工場等で直接的な
被害を受けた場合には、大阪市信用保証協会を利用することも可能。
※ご不明な点は、保証協会にご相談ください。



保証に関するご相談

融資に関するご相談

地震災害に対する資金繰りご相談窓口

（株）日本政策金融公庫 ０１２０－１５４－５０５

（株）商工組合中央金庫 ０１２０－０７９－３６６

愛知県信用保証協会 ０５２－４５４－０５００

名古屋市信用保証協会 ０５２－２１２－３０１１

岐阜県信用保証協会 ０５８－２７６－８１２３

※上記以外の信用保証協会の連絡先は、全国信用保証協会連合会
のホームページからご確認ください。
<アクセス方法>
「全国信用保証協会連合会」で検索、又は下記アドレスにアクセス
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

岐阜市信用保証協会 ０５８－２６７－４５５３

三重県信用保証協会 ０５９－２２９－６０２１

制度に関するご相談

お近くの経済産業局 ０５７０－０６４－３５０

中小企業庁金融課 ０３－３５０１－２８７６

富山県信用保証協会

石川県信用保証協会

０７６－４２３－３１７１

０７６－２２２－１５１１


